
                                     ２０２５年 ３月吉日 

 

手形・小切手の全面的な電子化に向けた取り組みに関するお知らせ 

 

   手形・小切手につきましては、政府より公表された『成長戦略実行計画』に「２０２６年度末 

  までに約束手形の利用廃止・小切手の全面的な電子化を図る」ことが盛り込まれており、全 

  国銀行協会においては「電子交換所における手形・小切手の交換枚数をゼロにする」ことを 

  目標に掲げております。 

   これにより、当金庫では手形・小切手の全面的な電子化に向けての取り組みを下記のとお 

  り実施いたしますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

１．当座預金の新規口座開設の停止 

     ２０２５年４月１日（火）より当座預金の新規口座開設を停止します。 

    既に口座をお持ちのお客さまは、引き続きご利用いただけます。 

 

２．２０２７年４月以降を期日とする手形等の代金取立の受付停止 

     ２０２５年４月１日（火）より受付を停止します。  

    ２０２５年４月１日（火）より２０２７年４月以降を期日とする手形等（２０ 

２７年４月以降を振出日とする先日付小切手を含む）については、代金取立の受 

付を停止いたします。 

尚、２０２５年４月１日（火）より、２０２７年４月以降を期日とする手形等 

    をお受け取りの際は、支払呈示期間中にお取引店の口座へご入金下さい。 

 

３．代替サービスのご案内 

     手形・小切手を電子化することで、現物紛失リスクの低減、押印・発送・保管 

    等の事務負担の軽減、印紙代、用紙代等のコスト削減など、支払側と受取側双方 

    にさまざまなメリットがあります。 

     「あおしんインターネットバンキング」による振込や「あおしんでんさいネッ 

    トサービス」など、電子的決済手段のご活用をご検討いただきますようお願い申 

し上げます。 

以上 

        詳しくは、お近くの本支店窓口にてご確認ください。                 

 

               






